人員配置仕様書（医療情報システム運用管理等業務）
市立岸和田市民病院おいて効率的に運用するため、医療情報システム運用管理等業務を委託するにあたり人員配置の仕様を次のとおりに定める。また、これらに明記していない事項であり業務上必要と認められる人員については、契約金額の範囲内で受託者が配置するものとする。

１．基本事項
（1）業務従事者の数

事業者の提案によるものとする。

（2）業務従事者の定義

① 常勤
休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり38時間45分勤務する者。
② 専従
当該業務を担当している者。この場合において、他の業務の兼任は必要最小限にとどめ、その就業時間の９割以上、当該業務に従事していること。

(3）業務従事者の要件

業務従事者は、総括責任者、一般技術者に区分し、次の要件を満たしていること。

① 総括責任者

総括責任者は事業者の請け負う業務全体の責任を負うものとし、次のいずれの条件も満たす者を１名配置することとし、業務従事履歴のわかる書面を添えること。

・常勤であること。

・専従であること。

・事業者の従業員として、連続して３年以上の勤務実績があること。

・労働関係法規に精通していること。

・一般社団法人日本医療情報学会が認定する医療情報技師の資格を有していること。

・３００床以上の病院において、電子カルテシステムの運用管理業務の経験年数を５年以上、かつ当院が導入している富士通株式会社製の電子カルテシステム「ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ―ＧＸ」に係る運用管理業務の経験を３年以上有していること。

※電子カルテシステム更新に伴い、電子カルテシステムが変更になる場合があります。
・システム改善及び運用改善の提案能力を有していること。

・単独で全委託業務を遂行する能力を有していること。

・委託業務の総括管理を行い、受託者の現場責任者として、他の業務従事者を指揮監督して業務を遂行する十分な能力を有していること。

【総括責任者担当業務】

・病院担当者との窓口

・委託業務の遂行に関する調整、計画

・業務従事者に対する指示、監督、教育指導

・業務従事者の勤怠管理

・委託業務の実施に伴う委託者との連絡調整及びシステム利用者への対応

・受託業務の見直しと改善策の検討

・障害対策の検討

・各運用業務

・その他、円滑な業務遂行に必要な事項

②一般技術者

・医療情報システムの運用管理業務の経験を１年以上有している、あるいは情報処理に関する知識を有している者であること。
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